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規

則 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
号
中
「
次
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
次
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に

お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

六 

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
認
定
特
定 

 
 

植
栽
事
業
者
が
認
定
特
定
植
栽
事
業
計
画
に
従
つ
て
特
定
植
栽
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要 

 
 

な
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
貸
付
金 

十
二
年
以
内 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
受
け
た
も
の
」
を
「
受
け
、
か
つ
原
子
力
災
害
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）

に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
項

中
「
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規
定
（
同

号
を
同
項
第
九
号
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

埼
玉
お
ひ
さ
ま
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医

療

法

人

瑛

友

会 

下
藤
沢
皮
フ
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

さ
け
み
眼
科 

医

療

法

人

翔

誠

会 

も
と
は
し
ク
リ
ニ
ッ

ク 團
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
康
良

会 

い
ま
い
ク
リ
ニ

ッ
ク 

名 
 

称 

一
般
社
団
法
人
宝

寿
会 

医
療
法
人
瑛
友
会 

酒
見 

文
人 

医
療
法
人
翔
誠
会 

医
療
法
人
社
団
理

宏
会 

医
療
法
人
社
団
康

良
会 開 

設 

者 

名 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
五
―
一
―
九 

藤
ノ
木
ビ
ル
一
〇
一 

入
間
市
下
藤
沢
四
―
一
―
三 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
一
―
二
九
九
三

―
五
狭
山
ヶ
丘
メ
デ
ィ
カ
ル
ガ
ー

デ
ン
二
Ｆ 

戸
田
市
喜
沢
南
二
―
七
―
一
四 

上
尾
市
仲
町
一
―
七
―
二
七
ア
ー

ク
エ
ム
ビ
ル
六
階
Ａ
号
室 

春
日
部
市
上
蛭
田
二
五
―
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
五
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

二
日 

指

定

年

月

日 



 

オ
レ
ン
ジ
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
坂

戸
浅
羽
野
店 

匠
の
杜
薬
局 

ク
オ
ー
ル
薬
局 

テ

ィ
ア
ラ
熊
谷
店 

く
ず
わ
だ
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
富

士
見
上
沢
店 

マ
リ
ブ
調
剤
薬
局 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
宮

代
薬
局 

ひ
ろ
歯
科
医
院 

下
山
歯
科
診
療
所 

加
藤
ク
リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
マ
ツ
モ

ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社
メ
デ
ィ

レ
ボ 

ク
オ
ー
ル
株
式
会

社 株
式
会
社
ア
ル
フ

ァ
メ
デ
ィ
ッ
ク 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

山
岡 

尚
弘 

株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

大
島 
弘
和 

下
山 

大
慈 

加
藤 

大
希 

幸
手
市
幸
手
一
五
一
―
三 

坂
戸
市
浅
羽
野
一
―
二
―
一 

行
田
市
下
忍
一
〇
四
四
―
一 

熊
谷
市
筑
波
三
―
二
〇
二
テ
ィ
ア

ラ
二
一 

二
階 

熊
谷
市

和
田
九
三
四
―
三 

富
士
見
市
上
沢
一
―
一
九
―
三
三 

春
日
部
市
上
蛭
田
二
五
―
一
―
二 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
五
―
五
―

一
九 

北
本
市
高
尾
一
―
七
一
―
三 

児
玉
郡
美
里
町
小
茂
田
四
〇
五
―

五 秩
父
市
宮
側
町
一
二
―
一
二 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
七
月

五
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
七
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
四
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 



       

訪
問
看
護
ふ
く
し
の

ま
ち
鶴
ヶ
島 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
花
園 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
加
須 

灯
音
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

在
宅
看
護
セ
ン
タ
ー

笑
が
お 

Ｓ

Ｏ

Ｍ

Ｐ

Ｏ

ケ

ア 
戸
田 

訪
問
看
護 

       

株
式
会
社
福
祉
の

街 株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
コ
コ
リ

タ 株
式
会
社
Ｃ
ｏ
―

Ｃ
ｏ 

Ｊ
ｏ
ｉ
ｎ

ｉ
ｎ
ｇ 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア

株
式
会
社 

       

鶴
ヶ
島
市
松
ケ
丘
二
―
九
―
三
三

藤
プ
ラ
ザ
二
〇
九
号 

深
谷
市
田
中
二
三
二
六
―
二
ロ
イ

ヤ
ル
ハ
イ
ツ
Ａ
一
〇
一 

加
須
市
土
手
二
―
一
―
二
一
ヒ
ル

サ
イ
ド
テ
ラ
ス

一
〇
一
号
室 

飯
能
市
東
町
六
―
一
六
―
一
〇
五 

菊
屋
ビ
ル
一
Ｆ 

朝
霞
市
仲
町
一
―
一
一
―
四
八
蕪

木
ビ
ル
三
一
〇
号 

戸
田
市
新
曽
二
二
五
二 

       

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

松
原 

詩
織 

角
間 

信
央 

根
岸 

諒 

寺
川 

雅
美 

榧

場 

宏

太

朗 羽
崎 

涼 

辻 

惇
哉 

氏 
 

名 

       

住 

所 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

治
療
院 

越
谷 

か
ら
だ
元
気
治
療

院 

野
田
店 

株
式
会
社
ア
メ
ニ

テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス 

デ
ラ
イ
ト
訪
問
マ

ッ
サ
ー
ジ 

た
か
さ
か
ウ
ィ
ル

接
骨
院 

Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ａ
整
骨

院 ジ
ュ
ン
整
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

越
谷
市
南
越
谷
四
―
八
―
六 

キ
ャ
ピ
タ
ル
新
越
谷
三
〇
二 

千
葉
県
野
田
市
野
田
六
七
〇
―

九 さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四

―
二
六
―
三
鯨
井
ビ
ル
二
〇
一 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
三
―
二

―
七
ロ
イ
ヤ
ル
パ
レ
ス
ふ
じ
み

野
一
〇
六 

東
松
山
市
元
宿
二
―
二
一
―
六 

プ
ラ
ザ
Ｓ
一
Ｆ 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
二
―

三
―
二
一
木
村
ビ
ル
一
Ｆ 

新
座
市
栄
五
―
九
―
四 

所 
 

在 
 

地 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

十
五
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
八
月

十
八
日 

令
和
三
年
九
月

一
日 

令
和
三
年
九
月

十
三
日 

令
和
三
年
七
月

十
九
日 

指

定

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

  

優
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

さ
い
ゆ
う
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ン 共
創
未
来 

狭
山

ヶ
丘
薬
局 

じ
ゅ
ん
歯
科 

名

称 

  

開
設
者
名
称 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

変

更

事

項 

  

優
，
ｓ
カ
ン
パ
ニ
ー
合

同
会
社 

所
沢
市
山
口
一
七
四
二

―
六 

草
加
市
松
原
一
―
七
―

二
二 

ハ
ー
ト
フ
ル
薬
局
狭
山

ヶ
丘
店 

入
間
市
下
藤
沢
八
八
九

―
二
〇 変

更

前 

   

株
式
会
社
優
輝 

 

所
沢
市
山
口
五
一
九
二
―

二
ル
ミ
エ
ー
ル
一
〇
二 

草
加
市
松
原
一
―
七
―
二

二
さ
い
ゆ
う
ト
モ
ス
六
〇

二
号 

共
創
未
来 

狭
山
ヶ
丘
薬

局 入
間
市
下
藤
沢
五
―
二
七

―
三
七 変

更

後 



二 

指
定
施
術
機
関 

  

   

藤
井 

里
実 

   

江
尻 

伊
正 

森
井 

浩
太 

氏

名 

   

施
術
所 

   

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

  

所
在
地 

   

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

   

吉
川
市
平
沼
一
六
五

三
―
七 

   

（
追
加
） 

 

（
追
加
） 

朝
霞
市
泉
水
一
―
八

―
四 

ゆ
う
し
ん
整
骨
院 

朝

霞 

変

更

前 

     

吉
川
市
中
央
三
―
一

二
―
六 

    

鴻
巣
市
本
町
四
―
五

―
九
新
井
ビ
ル
一
〇

三
号
室 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
鴻
巣
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

和
光
市
本
町
三
一
―

五 ゆ
う
し
ん
接
骨
院 

和

光
院 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

上
吉
田
医
院 

加
藤
ク
リ
ニ
ッ
ク 

下
藤
沢
皮
フ
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

さ
け
み
眼
科 

内
山
医
院 

團
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
康
良
会 

い
ま
い
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名
称 

一 

指
定
医
療
機
関 

秩
父
市
上
吉
田
四
二
九
四
―
一 

秩
父
市
宮
側
町
一
二
―
一
二 

入
間
市
下
藤
沢
七
七
一
―
四 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
一
―
二
九
九
四
―
五
プ
ラ

ム
オ
ノ
一
Ｆ 

鴻
巣
市
愛
の
町
四
四 

上
尾
市
仲
町
一
―
五
―
八
―
一
Ａ 

春
日
部
市
上
蛭
田
六
三
一
―
二
丸
一
ビ
ル
二

Ｆ 

所
在
地 

 

令
和
三
年
八
月
一
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
四
月
三
十

日 令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

平
成
二
十
九
年
十
二

月
十
九
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
八
月
一
日 

廃
止
年
月
日 

 



         

ビ
ュ
ー
ト
ゾ
ル
フ
鶴
ヶ

島 オ
レ
ン
ジ
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局 

坂

戸
浅
羽
野
店 

匠
の
杜
薬
局 

喜
多
町
薬
局 

マ
リ
ブ
調
剤
薬
局 

下
山
歯
科
診
療
所 

ラ
イ
フ
ひ
ま
わ
り
歯
科 

ア
ー
バ
ン
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク 

鶴
ヶ
島
市
松
ケ
丘
二
―
九
―
三
三 

藤
プ
ラ

ザ
二
〇
九
号 

幸
手
市
幸
手
一
五
一
―
三 

坂
戸
市
浅
羽
野
一
―
二
―
一 

行
田
市
下
忍
一
〇
四
四
―
一 

所
沢
市
喜
多
町
一
四
―
一
〇 

春
日
部
市
上
蛭
田
六
三
〇
―
一
関
根
マ
ン
シ

ョ
ン
一
〇
二 

児
玉
郡
美
里
町
小
茂
田
四
〇
五
―
五 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
三
―
一
二
―
三
四

ラ
イ
フ
毛
呂
山
店
二
階 

草
加
市
高
砂
一
―
一
二
―
四
八
ド
ー
ム
・
ヨ

シ
タ
ケ
一
一 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
七
月
四
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
八
月
十
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
八
月
二
十

八
日 

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

      

町
田 

陽
史 

成
田 

昌
司 

氏
名 

    

住
所 

  

ホ
ー
ム
ケ
ア
あ
ゆ
み 

新
座
ひ
ょ
う
た
ん
島

接
骨
院 

名
称 

施
術
所 

  

三
郷
市
高
州
二
―
二
八

六
―
一
ベ
ル
セ
ゾ
ン

二
〇
二 

新
座
市
東
北
二
―
六
―

一
四 

内
海
ハ
イ
ム
一

〇
一 

所
在
地 

  

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
三
年
八
月
十
一

日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

み
か
ん
薬
局 

桶

川
店 

名
称 

桶
川
市
坂
田
一

五
一
九
―
九 

所
在
地 

株
式
会
社
ケ
ミ

カ
ル 開

設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
三
年
四
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
康
寿
園 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

こ

こ
ろ 

三
ヶ
島
第
２
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー 

介
護
老
人
保
健
施
設

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所

沢 

名
称 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

変
更
事
項 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

変
更
前 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

 
変
更
後 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護 

 

介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護 

介
護
予
防
支
援 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

 
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 

短
期
入
所
療
養
介
護 

 

介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護 

 

介
護
老
人
保
健
施
設 

 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

ほ
の

か 有
限
会
社
エ
コ
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
く
ま
が
や 

介
護
サ
ポ
ー
ト 

エ

ス
・
エ
イ
チ
・
ア
イ 

吉
川
松
伏
医
師
会
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

く
わ
の
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

康
寿
園
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所 

多
機
能
ホ
ー
ム
ゆ
う 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

白
岡
市
高
岩
字

野
中
九
九
〇
―

一 群
馬
県
高
崎
市

倉
渕
町
権
田
五

四
七
五 

熊
谷
市
善
ケ
島

九
三
一
―
二 

群
馬
県
高
崎
市

倉
渕
町
権
田
五

四
七
五 

熊
谷
市
中
奈
良

一
五
二
二
―
七 

深
谷
市
宿
根
一

四
四
〇
―
七 

深
谷
市
宿
根
一

四
四
〇
―
七 

吉
川
市
平
沼
一

二
三
五
―
一 

吉
川
市
平
沼
一

二
三
五
―
一 

三
Ｆ 

 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 
所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

二
三
―
一
二 

 

白
岡
市
新
白
岡

三
―
四
一
ル

ネ
・
グ
ラ
ン
ガ

ー
デ
ン
五
号
室 

熊
谷
市
善
ケ
島

六
三
二
―
三 

熊
谷
市
善
ケ
島

六
三
二
―
一 

熊
谷
市
善
ケ
島

六
三
二
―
三 

熊
谷
市
善
ケ
島

六
三
二
―
三 

深
谷
市
宿
根
五

〇
四
―
二 

深
谷
市
宿
根
五

〇
四
―
二 

吉
川
市
中
央
二

―
七
―
一
〇 

吉
川
市
中
央
二

―
七
―
一
〇 

三
Ｆ 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

所
沢
市
東
狭
山

ケ
丘
六
―
二
八

三
五
―
二 

居
宅
介
護
支
援 

通
所
介
護 

訪
問
介
護 

福
祉
用
具
貸
与 

 
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

与 
 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

 

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売 

訪
問
看
護 

 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

居
宅
介
護
支
援 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン 

 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ 

リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

短
期
入
所
生
活
介
護 

 

介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護 

 

介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

             

デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

や

ま
な
み 

喜
多
町
薬
局 

そ
う
ご
う
薬
局 

八

潮
店 

名
称 

秩
父
市
中
村
町
二

―
四
―
九 

所
沢
市
喜
多
町
一

四
―
一
〇 

八
潮
市
中
央
三
―

一
二
―
一
二 

所
在
地 

通
所
介
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日 

令
和
三
年
八
月
十
日 

令
和
三
年
六
月
三
十

日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
ォ
ル
テ
上
之 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
字
町
田
二
千
百
三
十
八
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
フ
ォ
ル
テ
上
之 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
字
町
田
二
千
百
三
十
八
番
一
外 

（
変
更
後
）
フ
ォ
ル
テ
上
之 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
字
町
田
二
千
百
三
十
八
番
一
外 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

外 

計
七
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
一
誠 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

外 

計
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
月
五
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
九
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
ォ
ル
テ
上
之 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
字
町
田
二
千
百
三
十
八
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
大
創
産
業 

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ジ
パ
ン
ス
ト
ア
ー
株
式
会
社 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
大
創
産
業 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
九
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
公
社
営
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業 

藤
井
下
組
地
区
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

羽
生
市
大
字
藤
井
下
組
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
九
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
級
水
準
測
量
） 

 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
越
市
、
熊
谷
市
、
川
口
市
、
行
田
市
、
所
沢
市
、
飯
能
市
、
加
須
市
、
本
庄
市
、
東
松
山

市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、
羽
生
市
、
鴻
巣
市
、
深
谷
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
蕨

市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、
北
本

市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂
戸
市
、
幸
手
市
、
鶴
ヶ
島
市
、
日
高
市
、

吉
川
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
白
岡
市
、
伊
奈
町
、
三
芳
町
、
毛
呂
山
町
、
越
生
町
、
滑
川
町
、
嵐

山
町
、
小
川
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
と
き
が
わ
町
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町
、

寄
居
町
、
宮
代
町
、
杉
戸
町
、
松
伏
町 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
七
号 

 
東
松
山
市
か
ら
東
松
山
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  ＡＩ－ＯＣＲ機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  97,647,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年６月22日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  セキュアモバイルシステム機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年８月12日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  488,796,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年６月29日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  自動車保管場所証明電子化システム用機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年８月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  204,976,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年６月25日 
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